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平成２４年度中心市街地活性化関連予算について

平成２４年４月

厚 生 労 働 省

（単位：百万円）

括弧内は平成２３年度予算額

都市福利施設を整備する事項

○ 医療提供体制施設整備交付金

２４年度予算額 ３，８７１（４，９２８）

医療計画制度の実効性を確保し、医療提供体制と地域保健及び健康増進

体制との連携強化を図る観点から、医療施設等の施設整備を支援する。都

道府県において、作成した「医療計画に基づく事業計画」により、都道府

県の自主性・裁量性を発揮できるよう助成することとしている。

○ 社会福祉施設等施設整備費補助金

２４年度予算額 １０，６００（１０，８００）

・障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、障害者の地域

移行や就労支援に必要な事業所等を社会福祉法人等が設置する場合、そ

の費用の一部を補助する。
・ 災害時に、障害福祉サービス事業所や障害児施設等に障害児・者の緊急受入が可能

となる設備等を備えた防災拠点等の整備を推進するとともに、障害福祉サービス事業所

（通所）の耐震化を図る。（東日本大震災復興特別会計）

○ 保育環境改善等事業

２４年度予算額 １３７（２２８）

保育サービス等の推進のため、駅前の利便性の高い場所などにある賃貸

建物等に、保育サービス提供施設を設置するための環境改善に必要な準備

経費を助成する。

※ 安心こども基金

２０年度第２次補正予算 １００，０００（文科省分含む）
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２１年度補正予算 １７０，０００（文科省分含む）

２２年度補正予算 １００，０００（文科省分含む）
２３年度補正予算 １３３，０５８（文科省分含む）

社会全体で子育てを支える社会を実現するとともに、就労しながら子育

てしたい家庭を支えるため、待機児童ゼロ等を目指す「子ども・子育てビ

ジョン」（平成２２年１月２９日閣議決定）の達成に必要な取り組みを促

進し、保育サービス等の基盤整備を図るため、都道府県へ基金を設置。

○ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

２４年度予算額 ４，４０６（５，０００）

高齢者等が住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするた

め、地域再生の観点なども踏まえ、各地方公共団体が地域の実情に合わせ

て裁量や自主性を活かしながら介護サービス基盤等を整備することを支援

する。

街なか居住の推進に関する事項

○ 地域支援事業交付金
２４年度予算額 ６４，１７０（６２，１７０）

地域支援事業交付金のメニューの一つとして、多くの高齢者が居住する

集合住宅等を対象に、日常生活上の生活相談、安否確認・指導、緊急時の

対応等を行う生活援 助員を派遣する事業等について支援する。



「医療提供体制施設整備交付金」を各都道府県に交付

医療提供体制施設整備交付金の概要

医 療 計 画

Ⅰ 予算額

平成24年度予算案
3,871百万円

Ⅲ 「計画に基づく施策の実施（施設）」に対して助成を行う

都道府県は「医療計画に基づく事業計画」を策定

Ⅱ 要旨

新たな医療計画制度の実効性を確保し、医療提供体制と地域保健及び健康増
進体制との連携強化を図る観点から、都道府県の作成した「医療計画に基づく事
業計画」により、都道府県が自主性・裁量性を発揮できる助成制度の仕組みとし
て、救急医療施設、周産期医療施設等の施設整備を支援するもの。

Ⅳ 交付対象

交付金対象事業区分

休日夜間急患センター 共同利用施設 (開放型病棟等)○ 治験施設○

病院群輪番制病院 医療施設近代化施設 病児・病後児保育施設

共同利用型病院 不足病床地区病院※ 特定地域病院※

救急ヘリポート 基幹災害拠点病院 地震防災対策医療施設耐震整備

（地域）救命救急センター 地域災害拠点病院 医療施設耐震整備 ○

小児救急医療拠点病院 院内助産所・助産師外来施設 アスベスト除去等整備

小児初期救急センター施設 がん診療施設 看護師勤務環境改善○

小児集中治療室 医学的リハビリテーション施設※ 看護師宿舎○

小児医療施設 腎移植施設 病院内保育所

周産期医療施設 特殊病室施設 院内感染対策施設○

地域療育支援施設 肝移植施設 医療機器管理室○

補助対象施設：公的団体（○印除く）、民間事業者（※印除く）



【地域自主戦略交付金（内閣府に計上：１１．３億円）】

これまで社会福祉施設等施設整備費補助金の整備対象としてきた大規模修繕等及び保護施設等の整備については、

平成２４年度から地域自主戦略交付金（一括交付金）により対応する。

※ 大規模修繕等：既存施設の一部改修や介護用リフト等の建物に固定して一体的に整備する工事。

【東日本大震災復興特別会計（復旧・復興枠）：４５億円】

災害時に、障害福祉サービス事業所や障害児施設等に障害児・者の緊急受入が可能となる設備等を備えた防災拠点

等の整備を推進するとともに、障害福祉サービス事業所（通所）の耐震化を図る。

【要望枠（「日本再生重点化措置」）：２２億円】

基幹相談支援センターの設置を促進するとともに、児童発達支援センターの地域支援機能の強化や障害児入所施設

の小規模グループによる療育など障害児支援の充実を図るための整備を推進する。

【要求枠：３９億円】

障害児・者の地域移行・地域定着支援や就労支援の充実を図るため、生活介護や就労継続支援等の「日中活動の場」

の基盤整備を推進するとともに、グループホーム等の「住まいの場」の整備を推進する。

平成２４年度予算における社会福祉施設整備費の概要

平成２３年度予算 平成２４年度予算
１０，８００，０００千円 → １１，７３３，８００千円



保育環境改善等事業費

～ 年金特別会計 子どものための金銭の給付勘定 ～

２２８百万円 → １３７百万円

（主な内容）

○対象か所数 ２００か所 → １２０か所

○補助単価（１事業当たり年額）基本改善事業 ＠７，０００千円

環境改善事業 ＠１，０００千円

１．予算額等の推移 （単位：百万円）

年 度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

予 算 額 253 253 228 228 137

か 所 数

予 算 200 200 200 200 120

２．事業内容

保育サービス等の推進のため、駅前の利便性の高い場所などにある賃貸建物等に、

保育サービス提供施設を設置するための環境改善等に必要な準備経費を助成する。

３．沿 革 平成１４年度 創設（駅前保育サービス提供施設等設置促進事業費）

平成１７年度 改修関係等事業費（障害児保育環境改善事業費、送迎保

育ステーション試行事業費等）を駅前保育サービス提供

施設等設置促進事業費に統合し名称を「保育環境改善等

事業費」に改称

平成１９年度 病児・病後児保育事業費（自園型）に必要な改修及び備

品に要する経費を補助対象に追加

平成２０年度 病児・病後児保育事業費と病児・病後児保育事業費（自

園型）の再編に伴い、補助対象を病児・病後児保育事業

費（自園型）から病児・病後児保育事業費（体調不良児

対応型）に変更

４．補助根拠 予算補助

５．実施主体 市区町村又は保育所を経営する者

６．補 助 率 １／３ 国１／３、都道府県１／３、市町村１／３

国１／３、指定都市・中核市２／３



安 心 こ ど も 基 金 の 概 要

安心こども基金 総額（国費） ５,０３１億円

基金創設（平成20年度～22年度）により、新待機児童ゼロ作戦（保育
所等緊急整備事業（一部、補助率の引き上げ）等）の前倒し実施

→ １５万人分の受入体制の整備

安心こども基金（平成２０年度第２次補正予算） １,０００億円

①保育サービス等の充実
雇用情勢悪化等による待機児童の増加に対し、速効性のある対
応等

②すべての家庭を対象とした地域子育て支援の充実
創意工夫により地域の子育て力をはぐくむ取組等の拡充

③ひとり親家庭等への支援の拡充
厳しい雇用情勢下、資格取得支援とその間の生活保障、在宅就
業支援等

④社会的養護の拡充
児童養護施設等の生活環境改善、安定した就職が困難な退所児
童の生活・就業支援等

安心こども基金の拡充（平成２１年度第１次補正予算） １,５００億円

安心こども基金の拡充（平成２１年度第２次補正予算） ２００億円

待機児童解消のため、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館
等）を活用した、

○小規模な認可保育所（分園等）の設置に係る施設整備、賃貸料、
改修費

○家庭的保育の実施場所の改修費や賃貸料
について補助基準額及び補助率の引き上げ

安心こども基金の拡充・延長（平成２２年度補正予算） １,０００億円

安心こども基金を積み増すとともに事業実施期限を平成２３年度末ま
で延長する
① 保育サービス等の充実として、待機児童の解消を目指す保育所

の整備事業等を実施
② すべての家庭を対象とした地域子育て支援の充実
③ 児童虐待防止対策の強化として、子どもの安全確認の強化のた

めの補助職員の雇い上げや広報啓発など（新規）

以上のほか、社会的養護の拡充やひとり親家庭等への支援について
も、事業を継続実施

安心こども基金の拡充（平成２３年度第１次補正予算） ２７億円

安心こども基金の積み増し
○被災した児童への相談・援助事業

安心こども基金の拡充（平成２３年度第３次補正予算） ３４億円

安心こども基金の積み増し
○保育所・幼稚園等の複合化・多機能化推進事業

安心こども基金を積み増すとともに事業実施期限を平成２４年度末
まで延長する
○保育サービス等の充実
○子育て支援の充実や児童虐待防止対策の強化など
○ひとり親家庭への支援

安心こども基金の拡充・延長（平成２３年度第４次補正予算） １,２７０億円

２０年度第２次補正予算 １,０００億円 ２３年度第１次補正予算 ２７億円
２１年度第１次補正予算 １,５００億円 ２３年度第３次補正予算 ３４億円
２１年度第２次補正予算 ２００億円 ２３年度第４次補正予算 １, ２７０億円
２２年度補正予算 １,０００億円



○ 緊急ショートステイ整備事業：虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ用個室を
整備するために交付金を交付。

○ 市町村提案型事業：市町村から提案された全国的に見て先進的な事業を支援するために交付金を交付。

市町村（特別区を含む。）は、
① 市区町村全域を単位として、②毎年度、③市町村が関与して実施する都市型軽費老人ホームの整備や

介護関連施設における施設内保育施設の整備等の先進的な事業を行うための基盤整備を明らかにした
「先進的事業等整備計画」を策定することができる。
※なお、政令指定都市分については、平成２４年度より一括交付金化され、「地域自主戦略交付金」（内閣府所管）により対応。

【交付対象事業】

算定方法

先進的事業整備計画記載の事業について、右の区分
ごとの交付基準単価に基づいて算定した額を交付。

○ 都市型軽費老人ホーム整備事業：要介護度は低いものの、見守り等が必要なため居宅において生活が
困難な高齢者に対応するため、都市型軽費老人ホームを整備するため
に交付金を交付。

○ 施設内保育施設整備事業：介護関連施設等において施設内保育施設を整備するために交付金を交付。

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の概要

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（ハード交付金） ４４億円

地域介護・福祉空間整備推進交付金（ソフト交付金） １３億円

平成２４年度予算

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（先進的事業整備計画分）

○ 小規模な養護老人ホーム整備事業：低所得高齢者の住まい対策として、要介護度が低いものの、低所得で居宅
での生活が困難な高齢者も住み慣れた地域で生活がつづけられるよう、小
規模な養護老人ホームを整備するために交付金を交付。

整備区分 単位 配分基礎単価

軽費老人ホーム整備事業 整備床数 １，５００千円

施設内保育施設整備事業 施設数
１０，０００千円の範囲内で
厚生労働大臣の認めた額

緊急ショートステイの整備事業 整備床数 １，０００千円

市町村提案事業 施設数
３０，０００千円の範囲内で
厚生労働大臣の認めた額

小規模な養護老人ホーム整備事業 整備床数 ２，０００千円



地域介護・福祉空間整備推進交付金

地域密着型サービス等の導入や先進的事業支援特例交付金による先進的事業の実施のため、特に必要と認め
られる場合、設備やシステムに要する経費を助成するために交付金を交付。
【交付対象】 次に掲げる事業に必要な設備の整備等に要する経費

・ 定期巡回・随時対応サービスの実施のために必要な事業
・ 高齢者と障害者や子供との共生型サービスを行う事業
・ 「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進のための、地域に
おける包括的なサービスを推進する事業

・ 地域のサービス資源と高齢者の住まいとの連携を推進する事業
・ その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよ
う支援する事業

・ 都市型軽費老人ホーム等の開設のために必要な事業
・ 介護療養型医療施設の改修等による老人保健施設等への
転換整備に必要な事業

・ 訪問看護ステーションの大規模化やサテライト型事業所の設置

に要する事業

交付金の交付の流れ

市 町 村

① 市町村整備計画を策定
・日常生活圏域を単位として、事業の面的な配置構想を基に「面的整備計画」を策定
・市区町村全域を単位として、都市型軽費老人ホームの整備等に係る「先進的事業等整備計画」を策定

② 計画を国に提出（都道府県を経由）

③ 次の採択指標をもとに評価を行い、予算の範囲内で評価の高い順に計画を採択。

客観的指標

政策的指標

・・・・高齢者の将来増加率、圏域における施設整備の状況 等

・・・・既存の社会資源を活用しているか、元気な高齢者や地域住民が参加する「共生型」のコミュニティづくり
を目指したものであるか 等

④ 配分基礎単価により、交付金を算定の上、各市町村へ交付。

国

市 町 村
（注）交付に当たって、市区町村の制度的負担は求めない。

整備区分 単位 配分基礎単価

●　定期巡回・随時対応サービスの実施のために必要な事業 施設数 ２０，０００千円

●　高齢者と障害者や子供との共生型サービスを行う事業 施設数 ３，０００千円

●　「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進のための、
　地域における包括的なサービスを推進する事業

施設数 ３，０００千円

●　地域のサービス資源と高齢者の住まいとの連携を推進する
　事業

施設数 ３，０００千円

●　その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことがで
　きるよう支援する事業

施設数 ３，０００千円

●　都市型軽費老人ホーム等の開設のために必要な事業 整備床数 ３００千円

●　介護療養型医療施設の改修等による老人保健施設等への
　転換整備に必要な事業

整備床数 １５０千円

●　訪問看護ステーションの大規模化やサテライト型事業所の設
　置に要する事業

施設数 ３，０００千円



○ 介護療養型医療施設等転換整備事業
既存の介護療養型医療施設等を老人保健施設やケアハウス等に転換することを支援するために交付金を交付。

【交付対象】 次に掲げる施設に転換を行うための整備に要する経費

介護療養型医療施設等転換に係る市町村交付金の概要

介護療養型医療施設等

・ 療養病床を有する病院
・ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院
・ 療養病床を有する診療所

①老人保健施設
②ケアハウス
③有料老人ホーム
(居室は原則個室とし、１人当たりの床面積が概ね１３㎡以上であること。）

④特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
（社会福祉法人を設立等する場合）

⑤認知症高齢者グループホーム
⑥小規模多機能型居宅介護事業所
⑦生活支援ハウス
⑧適合高齢者専用賃貸住宅及び厚生労働大臣が定める基準（各戸が床面積25㎡以
上／各戸に台所や浴室等必要な設備を備えていること／前払家賃保全措置）を
満たすもの

転 換

市町村（特別区を含む。）は、
①市区町村全域を単位として、②毎年度、③市町村が関与して実施する既存の介護療養病床の老人保健施設やケアハウス等への転換

を内容とする「介護療養型医療施設等転換整備計画」を策定することができる。

の１メニュー先進的事業支援特例交付金

※ 上記交付対象施設については、定員規模を問わない。②、③及び⑧については特定施設入居者生活介護の指定の
有無を問わない。③及び⑧については、利用者負担第３段階以下の人でも入居可能な部屋を確保することが対象条件

市 町 村

国

市 町 村

① 市区町村全域を単位として、既存の介護療養病床の転換のための介護療養型医療施設等転換整備計画を策定。

② 計画を国に提出（都道府県を経由）。

③ 交付金全体（地域密着型サービスの整備等に係る交付金）に係る市町村のニーズを踏まえながら、予算の範囲内で採択。

④ 交付額を算定し、交付金を交付。

介護療養型医療施等設転換に係る市町村交付金の流れ

算定方法

介護療養型医療施設等転換整備計画記載の事業

により減少する病床数に、右の整備区分ごとの交付基
礎単価を乗じた額を交付する。

※転換により減少する病床数を上限とする。

ハード交付金 のうち

※ただし、他の整備計画に基づき交付金が交付されるものについては重複して
交付しない。

整備区分 単位 配分基礎単価

●創設
　既存の施設を取り壊さずに、新
たに施設を整備

転換床数 １，７００千円

●改築
　 既存の施設を取り壊して、新た
に施設を整備

転換床数 ２，１００千円

●改修
　躯体工事に及ばない屋内改修
（壁撤去等）

転換床数 ８５０千円
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